
支部の設置及び運営に関する規定 

 

第 1 条(目的) 

この規定は、特定非営利活動法人日本都市計画家協会(以下 JSURP という)定款第 41 条に基づき、支

部の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。 

 

第 2 条(定義) 

支部は、定款 3 条(目的)に基づく地域における諸活動を実施するため、JSURP 会員の主体性に基づき

つつ、会員以外の組織・個人とも協働・連携してこれを組織する。 

 

第 3 条(設立) 

1.支部の設立に際しては JSURP の会員 2 名以上の発起人による設立申請書を JSURP 理事会に書面

で提出し、承認を得なければならない。 

2.設立申請書には以下の各号に定める事項を記載しなければならない。 

(1)名称 

(2)主たる活動エリア 

(3)所在地 

(4)役員 

(5)当面の活動予定 

3.支部の名称は、将来の拡大を含めて主たる活動エリアが認識しやすい名称が望ましい。 

4.支部には代表者(支部長)1 名、及び幹事 1 名以上を定める。代表者(支部長)は正会員、幹事 1 名は会

員でなければならない。 

5.支部の設立に当たって、当面(1 期相当)の活動計画と収支予定を提示すること。 

 

第 4 条(支部の変更、分離・統合) 

1.支部の活動エリアの拡大、あるいは縮小により、支部名称と活動実態とが乖離する場合には支部名称を

速やかに実態に即した名称に変更しなければならない。 

2.既存の支部エリアの一角において、地域独自の活動を行うために元の支部から分離して新たな支部を

設立することができる。その場合、新たな支部は 3 条に基づいて支部設立承認を受けることが必要であ

る。 

3.複数の支部が活動エリアの拡大等により統合して一つの支部となることができる。 

4. 4 条 2 項、3 項に基づいて支部の一角が分離または統合する場合、変更事項(名称、活動エリア、役員

等)を速やかに届け出ることが必要である。 

 

第 5 条(支部の構成、役員) 

1.支部の構成員は、JSURP 会員を主体とし、支部活動に賛同する個人及び団体(協働メンバーという)が

参画することができる。 

2.支部にその代表者となる支部長1 名、幹事等の役員を置く。支部長は JSURP 正会員から、幹事 1 名

は JSURP 会員から選任する。 



3.支部役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。 

4.支部は会員及び協働メンバーの名簿を作成することが望ましい。 

 

第 6 条(活動計画、報告) 

1.支部は、毎事業年度ごとに活動計画を作成し JSURP 理事会へ報告する。 

2.支部は、毎事業年度ごとの活動結果を取りまとめ JSURP 理事会へ報告する。 

3.支部は、活動計画の作成と活動結果の取りまとめを行うための支部総会を毎年開催するよう努める。 

 

第 7 条(会計) 

1.支部の会計は原則として支部単位で収支バランスをとることとする。 

2.支部活動を支援するため、支部活動計画に基づく一定の支部活動費を各支部に支出できる。 

 

第 8 条(支部の解散、取り消し) 

1.支部がその活動を停止し支部を解散する場合は、支部総会で議決の上、理事会に届け出ることとする。 

 

第 9 条(その他) 

1.各支部の運営に関して必要な事項は、支部ごとの規約として定めることができる。 

2.この規定に定めのない事項は、支部長と協議のうえ、理事会においておいてこれを定める。 

3.この規定の改訂を行う場合は、支部長と協議のうえ、理事会においておいてこれを定める。 

 

付則 

第1. この規定は、2022 年９月２８日から適用する。 

 


